
制度のお知らせ

令和８年２月

物価高騰の影響により経済的な負担が生じている貨物自動車運送
事業者に対して、経済的な負担を軽減し、事業の継続を支援するこ
とを目的に給付金を支給します。

給付内容

対象者

市内に事業所を有し、かつ、貨物自動車運送事業を営む中小企業
者、個人事業者等で、次のいずれにも該当するもの。

（１）申請日において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は
届出がされているもの

（２）運輸事業者運行支援緊急対策支援金（岩手県事業）による支給
決定を受けた者（又は県支援金の支給の申請をした場合には県支
援金の支給決定が見込まれるもの）

（３）暴力団員でなく、暴力団及び暴力団員との密接な関係がない者
（４）市税を完納している者

対象車両

（１）支給対象者が申請日において現に営業用として保有し、かつ、市
内で事業の用に供していると認められる車両（貨物軽自動車を含
み、被けん引車を除く）

（２）運輸事業者運行支援緊急対策支援金（岩手県事業）の支給の対
     象となった車両（又は県支援金の支給の申請をした場合には県支

援金の支給の対象になると見込まれる車両）
（３）東北運輸局岩手運輸支局に登録されている車両
（４）申請日において自動車検査証の有効期間が満了していない車両

給付額 支給対象車両１台につき１万６千円

申請受付
期日 令和８年２月１０日（火）から６月３０日（火）まで
時間 午前９時～午後４時（土日祝日、年末年始を除く）

申請場所
宮古市役所 ２階 企業立地推進課
＊窓口での申請のほか、「郵送」「電子メール」での申請も受け付けます。
（送付先は裏面の「問い合わせ先」のとおり）

※宮古市が独自で行う取り組みです。国の支援策とは異なりますのでご留意ください

「宮古市貨物自動車運送業事業継続緊急支援給付金」

令和７年度

裏面につづく

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業



本給付金は、原則、運輸事業者運行支援緊急対策支援金（岩手県事業）による支給
決定を受けた事業者が対象となります。

【(岩手県事業)窓口】岩手県トラック協会（019-637-2171）

運輸事業者運行支援緊急対策支援金（岩手県事業）の申請締切日は、
令和８年４月２４（金）までとなっておりますので、お早めに申請してください。

なお、運輸事業者運行支援緊急対策支援金（岩手県事業）に申請が間に合わなかっ
た対象者の方は、その旨を下記までご相談ください。（その場合でも、市給付金が対象
となる場合があります。）

裏面

重要

「宮古市貨物自動車運送業事業継続緊急支援給付金」

宮古市商工労働観光部 企業立地推進課 企業支援係
〒027-8501 宮古市宮町一丁目１番３０号 TEL: 0193-68-9089 FAX： 0193-63-9120

メール: kigyo@city.miyako.iwate.jp

こちらのQRコードから、宮古市のホームページを確認できます ⇒

問い合わせ

① 申請書兼請求書（様式第１号）
※申請書兼請求書は、市企業立地推進課で配布のほか、市ホームページからダウンロードできます

② 県支援金の支給決定を受けている者にあっては、当該決定に係る支給決定通知
書（第６弾）及び支給対象車両一覧の写し（県支援金の支給の申請をしていない
者にあっては、公益社団法人岩手県トラック協会が定める書類）

③ 支給対象車両の自動車検査証の写し
(ア) 電子車検証に移行前の車両：従来の「車検証（A4判・横長）」の写しを提出してください。
(イ) 電子車検証の車両：「自動車検査証記録事項（A4判・縦長）」の写しを提出してください。

※電子車検証（A6判）の提出は不要です。

④ 振込指定口座の通帳等の写し （申請者本人の口座に限ります）

申請に必要なもの
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